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地方競馬全国協会 会報 
第 251 号 平成 16 年 3 月 

 
 
 
 
 

評議員会 平成１５年度第２回評議員会の開催 

競馬関係  

 登録関係 馬主及び馬の登録数調 

 その他 平成１５年のきゅう舎関係者、競走馬等の年間表彰 

畜産振興関係 畜産振興事業補助実施要綱の一部変更 

できごと 平成１６年２月 
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平成 15 年度第 2回評議員会は、2月 25 日午前 11時から世界貿易センタービル浜松町東京會舘において、農林水

産省生産局畜産部稲田競馬監督課長、総務省自治財政局地方債課河野理事官ほか関係係官の臨席を得て、評議員 17

名の出席のもと開催された。協会から諮問した平成 16年度事業計画（案）及び同年度予算（案）並びに同年度畜産

振興補助事業実施計画（案）の議題について審議され、出席評議員全員によって異議なく了承された。 

なお、この事業計画（案）及び予算（案）は、平成 16 年 3 月 9 日付けで農林水産大臣の認可を得た。 

 

 

 

○評議員 
 

氏      名   職         名 

青 池   勲   全国公営競馬馬主連合会会長 

麻 田 信 二   北海道農政部長 

阿 部 作 次   山形県馬主会会長 

今 原 照 之   （社）日本軽種馬協会副会長 

岩 崎 充 利   （財）食品産業センター理事長 

大 山   勝   全国公営競馬主催者協議会専務理事 

大和田  弥 彦   兵庫県競馬組合副管理者 

河 村 秀 世   日本放送協会報道局スポ-ツ報道ｾﾝﾀｰ・ﾆｭｰｽ番組部統括担当部長 

葛 和 義 孝   埼玉県浦和競馬組合副管理者 

佐々木 正 勝   岩手県農林水産部長 

新 藤 秀 逸   （社）岐阜県畜産協会会長 

高 橋 秀 昌   胆振軽種馬農業協同組合代表理事組合長 

堤      清 行   佐賀県競馬組合副管理者 

中 瀬  信  三   （社）中央畜産会副会長 

仲 田 和 雄   特別区競馬組合副管理者 

中 谷 美津男   （社）兵庫県馬主協会会長 

中 西 吉 明   石川県農林水産部長 

橋 本 俊 一   栃木県農務部長 

増 田 俊 二   東京新聞社友 

三 好   章   福山市長 

安 田 仁 市   岐阜県地方競馬組合副管理者 

矢 作 和 人   全国公営競馬調教師会連合会会長 

米 田 博 正   全国山村振興連盟常務理事 

米 村 恵 子   江戸川大学社会学部教授 

和 田 秀 雄   熊本県農政部長 

 

（平成 16 年 2 月 25 日現在 五十音順 任期 平成 17 年 2 月 13 日） 

 

平成１５年度第２回評議員会の開催 
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平成１６年２月分 

登録件数等 

登録事項変更 区 分 

 

登 録 

 

抹 消 

 

登録証 

再交付 住所 馬主 馬名 他 

馬 主 0 6 6 13    

馬 339 316 0  229 4 9 

 
 

競走種類別・年齢別の馬登録頭数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、登録事項の変更及び抹消については 2月中に事務処理済みの件数である。 

平      地 種別 

年齢 サラ系 アラ系 小計 

ばん 

えい 

 

計 

２歳 

３歳 

４歳 

５歳 

６歳以上 

190 

67 

48 

14 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

190 

69 

48 

14 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

190 

 69 

 48 

 14 

 18 

計 337 2 339 0 339 

馬主および馬の登録数調べ 
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 平成１５年の地方競馬で優秀な成績を収めた馬及び厩舎関係者を表彰するための「ＮＡＲグランプリ２００３」

が、２月５日（木）、東京・新橋の第一ホテル東京において、競馬関係者、報道関係者および招待ファン、約３００

人の出席のもと行なわれた。 
 

 
最優秀調教師賞  優秀調教師賞･優秀騎手賞･優秀きゅう務員賞 

都道県 氏名  都道県等 優秀調教師 優秀騎手 優秀きゅう務員 

千葉 川島 正行  ばんえい  久田  守 鈴木 勝堤 小原 秀雄 

   北海道 堂山 芳則 五十嵐 冬樹 鹿島 秀樹 

最優秀騎手賞  岩手 村上 実 菅原  勲 川嶋  学 

都道県 氏名  山形 松浦 正春 前野 幸一 嶋倉 洋一 

東京 的場 文男  栃木 中村 憲和 鈴木  正 人見 信二 

   群馬 川嶋 弘吉 水野 貴史 成澤  光 

優秀新人騎手賞  埼玉 野口  孝 見澤 譲治 久保 光雄 

都道県 氏名  千葉 （最優秀調教師賞） 石崎 隆之 川勝 三郎 

広島 池田 敏樹  東京 高橋 三郎 （最優秀騎手賞） 堤 貴世麿 

   神奈川 武井 栄一 今野 忠成 堤  正克 

優秀女性騎手賞  石川 宗綱 泰彦 蔵重 浩一郎 岡  時夫 

都道県 氏名  岐阜 伊藤 強一 川原 正一 中村  弘 

愛知 宮下 瞳  愛知 角田 輝也 吉田  稔 池田 平一郎 

   兵庫 曾和 直榮 小牧  太 米原 寿彦 

都道県 氏名  広島 田代 專ニ 岡田 祥嗣 藤井 正登 

岩手 菅原 勲  高知  松木 啓助 中越 豊光   該当者なし 

   佐賀 山田  勇 鮫島 克也 森田 憲輔 

特別賞   熊本 佐伯 茂樹 吉留 孝司 牧之瀬 大助 

都道県等 氏名      

千葉 石崎 隆之      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１５年のきゅう舎関係者、競走馬等の年間表彰
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表彰名 所属 馬名 

年度代表馬 ネームヴァリュー 

サラブレッド系4 歳以上最優秀馬 
船橋 

牝 5 

コスモバルク 
サラブレッド系 2 歳最優秀馬 北海道 

牡 2 

ナイキアディライト 

サラブレッド系 

サラブレッド系 3 歳最優秀馬 船橋 
牡 3 

マリンレオ 
アラブ系 アラブ系最優秀馬 名古屋 

牡 7 

スーパーペガサス 
ばんえい ばんえい最優秀馬 ばんえい 

牡 7 

ネームヴァリュー 
最優秀牝馬 船橋 

牝 5 

ハタノアドニス 
最優秀短距離馬 大井 

牡 7 

ロジータ 
― 

牝 17 

ゴールドアリュール 
特別表彰馬 

JRA 
牡 3 
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畜産振興事業補助実施要綱の一部変更 
 

畜産振興事業補助実施要綱（昭和 53 年 11 月 14 日設定）の一部を別紙新旧対照表のとおり変更する。 

 

附 則 

 

1．この要綱の一部変更は、平成 16 年 2 月 26 日から実施する。 

2．この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 16 年度以降の補助事業から適用し、平成 15 年度以前に選

定した補助事業については、なお従前の例による。 
 
（別紙）      畜産振興事業補助実施要綱（本文）の新旧対照表 

新 旧 

第２ 補助事業の選定の基準 

１．～２．(略) 

３．補助事業を行う事業主体は次のとおりとし、各事

業別の事業主体となり得る団体は別表に掲げるも

のとする。 

（1）中央畜産会又は都道府県畜産協会（畜産会及び

合併等により畜産会の事業を承継する団体を含

む。以下「都道府県畜産協会等」という。） 

（2）～（5）(略) 

（6）農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共

団体又は農畜産業振興機構が主たる出資者又は構

成員となっている法人（以下「公社等」という。） 

（７）～（８）(略) 

４．(略) 

 

第７ 補助金の交付の条件 

（１）～（６）(略) 

（新設） 

（７）補助事業者が協会の交付する補助金の全部又は

一部を財源として、当該補助金の交付の目的に従

って、補助金（以下「間接補助金」という。）を

交付する事業（以下「間接補助事業」という。）

を実施する場合に、協会が必要と認めて付する事

項 

（８）その他協会が必要と認めて付する事項 

第 15 補助金の交付の決定の取消し 

１．(略) 

（新設） 

２．協会は、間接補助事業を行う者（以下「間接補助

事業者」という。）が、間接補助金を他の用途に使

用し、又は間接補助事業に係る補助金の交付の決定

の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱

の規定に違反した場合には、補助事業者に対し当該

間接補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことがある。 

３． １及び２の規定は、補助事業について交付すべ

き補助金の額の確定があった後においても適用す

る。 

４． (略) 

 

 

第 19 報告の徴収 

第２ 補助事業の選定の基準 

１．～２．(略) 

３．補助事業を行う事業主体は次のとおりとし、各事

業別の事業主体となり得る団体は別表に掲げるも

のとする。 

（1）中央畜産会又は都道府県畜産会（合併等により

畜産会の事業を承継する団体を含む。以下「都道府

県畜産会等」という。） 

（2）～（5）(略) 

（6）農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共

団体又は農畜産業振興事業団が主たる出資者又は

構成員となっている法人（以下「公社等」という。） 

（７）～（８）(略) 

４．(略) 

 

第７ 補助金の交付の条件 

（１）～（６）(略) 

  

 

 

 

 

 

 

 

（７）その他協会が必要と認めて付する事項 

第 15 補助金の交付の決定の取消し 

１．(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．1 の規定は、補助事業について交付すべき補助金の

額の確定があった後においても適用する。 

３． (略) 
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新 旧 

１． 協会は、補助事業者又は間接補助事業者に対し、

補助事業又は間接補助事業の遂行状況、補助事業又

は間接補助事業の経理等に関する報告を求めるこ

とがある。 

２．～３． (略) 

 

第 20 補助事業及び間接補助事業の監査 

  協会は、補助事業及び間接補助事業の適正を期す

るため必要があるときは、監査を行う。この場合には、

補助事業者及び間接補助事業者はこれを拒んではな

らない。 

第 22 帳簿等の保管 

  補助事業者又は間接補助事業者は、補助事業又は

間接補助事業に係る書類並びに収入、支出を明らかに

した帳簿及び証拠書類を、第 13 の規定による確定通

知を受理した日の属する年度の次年度から起算して 5

年間(第18の１のただし書の規定により協会が処分制

限期間を定めた財産にあってはその期間(その期間が

5 年を下回るときは 5 年間))整理保管しなければなら

ない。 

 

 

第 19 報告の徴収 

１． 協会は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状

況、補助事業者の経理等に関する報告を求めること

がある。 

 

 

２．～３． (略) 

 

第 20 補助事業の監査 

  協会は、補助事業の適正を期するため必要がある

ときは、監査を行う。この場合には、補助事業者はこ

れを拒んではならない。 

 

第 22 帳簿等の保管 

  補助事業者は、補助事業に係る書類並びに収入、

支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、第 13 の規

定による確定通知を受理した日の属する年度の次年

度から起算して5年間(第18の１のただし書の規定に

より協会が処分制限期間を定めた財産にあってはそ

の期間(その期間が 5 年を下回るときは 5 年間))整理

保管しなければならない。 
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（別紙）    畜産振興事業補助実施要綱（別表）の新旧対照表 
 

新 旧 

 

 

         

 

 

補助事

業名 
補助事業の要件 

事業

主体 

補助

の 

対象 

補助

率等 

補助事

業の実

施期間  

Ⅰ 

馬
の
改
良
増
殖
推
進
事
業 

 

(3) 農用種雌馬の改良増殖

推進 

ア．～イ. （略） 

ウ. 奨励金の対象となる

農用種雌馬は、次の要件

を満たすものであるこ

と。 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 同規程に基づ

く繁殖登録につい

て、導入にあって

は既に登録を受け

たもの又は将来受

けるもの、自家保

留にあっては当該

年度に登録を受け

たものであるこ

と。 

(ｳ) （略） 

(ｴ) 当該年から起算

して３か年間、繁

殖に供されるこ

と。 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 
 

補助事

業名 
補助事業の要件 

事業

主体 

補助

の 

対象 

補助

率等 

補助事

業の実

施期間  

Ⅰ 

馬
の
改
良
増
殖
推
進
事
業 

 

(3) 農用種雌馬の改良

増殖推進 

ア．～イ. （略） 

ウ. 奨励金の対象と

なる農用種雌馬は、

次の要件を満たす

ものであること。 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 同規程に基

づく繁殖登

録について、

導入にあっ

ては将来受

けるもの、自

家保留にあ

っては既に

受けたもの

であること。 

 

  (ｳ) （略） 

 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 
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新 旧 
 

補助

事業

名 

補助事業の要件 
事業

主体 

補助

の対

象 

補助

率等 

補助事業

の 

実施期間 

  

 Ⅱ 

畜

産

経

営

技

術

指

導

事

業 

 

(2)畜産技術等の普及奨

励 

ア.一般消費者に対し

畜産に関する知識の

啓発に資するため家

畜とのふれあい等を

目的とする農業まつ

り等（以下「畜産技

術等普及推進」とい

う。）の円滑な実施を

推進するものである

こと。 

 また、畜産技術の向

上を図るための畜産

共進会は、畜産技術

等普及推進と一体と

して行われるもので

あること。 

イ.畜産技術等普及推

進にあっては、都道

府県の範囲内で広域

的かつ合理的に行わ

れるものであるこ

と。 

ウ.畜産共進会にあっ

ては、牛、馬、豚、

めん羊、山羊の種畜

が出品され、出品点

数がおおむね延べ

100 点以上であり、

表彰される家畜は国

の定めた「家畜改良

増殖目標」に示す基

本的方向に即するも

のであること。 

 

都 道

府 県

畜 産

協 会

等 

 

(略) 

 

(略) 

 

(略) 

 

 

補助

事業

名 

補助事業の要件 
事業

主体 

補助

の 

対象 

補助

率等 

補助事業

の 

実施期間 

   

 Ⅱ 

畜

産

経

営

技

術

指

導

事

業 

(2)畜産技術等の普及奨

励 

ア.畜産技術の向上と

家畜等を通じ畜産

知識の普及を図る

ため、農林水産省

及び財団法人日本

農林漁業振興会の

共催に係る農林水

産祭の参加行事の

畜産共進会及び一

般消費者に対し畜

産に関する知識の

啓発に資するため

家畜とのふれあい

等を目的とする農

業まつり等（以下

「畜産技術等普及

推進」という。）を

実施するものであ

ること。 

イ.畜産技術等普及推

進にあっては、都

道府県の範囲内で

広域的かつ合理的

に実施するもので

あること。 

ウ.畜産共進会の開催

にあっては、牛、

馬、豚、めん羊、

山羊、鶏若しくは

その枝肉を出品す

る場合は、出品点

数がおおむね延

100 点以上、畜産の

経営若しくは技術

を出品する場合、

出品点数がおおむ

ね50点以上出品さ

れているものであ

って、表彰される

家畜（鶏及び枝肉

を含む。）は国の定

めた｢家畜改良増

殖目標｣及び｢鶏の

改良増殖目標｣に

示す基本的方向に

即するものである

こと。 

都 道

府 県

畜 産

会等 

農 業

協 同

組合 

農 業

協 同

組 合

連 合

会 

公 社

等 

特 認

団体 

  

(略) (略) 

 

 (略) 
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新 旧 

 

 

 

補助事

業名 

補助事業の要

件 

事業主

体 

補助の 

対象 

補助率

等 

補助事業の

実施期間  
 
 
 
 

１.

酪
農
生
産
対
策 

Ⅲ 

畜
産
経
営
合
理
化
事
業 

 

 

 

(1)公共牧場活

性化対策 

 

１．都道府県、

都道府県畜

産協会等及

び公共牧場

関係団体が

一体となっ

て、公共牧場

の活性化を

図るもので

あること。 

２．次の要件を

内容とする

助成実施要

領を定めて、

公共牧場活

性化対策助

成金を交付

しているこ

と。 

 

①連携強化型 

ア．略 

イ．略 

 

②単独強化型 

ア．略 

イ．略 

 

 

都道府

県畜産

協会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連携

強化型 

公共牧

場再編

整備費 

 

 

 

公共牧

場管理

技術向

上対策

費 

 

 

推進事

務費 

 

 

②単独

強化型 

公共牧

場再編

整備費 

 

 

 

公共牧

場管理

技術向

上対策

費 

 

 

推進事

務費 

 

 

 

当 該 間

接 補 助

事 業 に

要 す る

経 費 の

1/2以内 

 

 

 

 

当 該 間

接 補 助

事 業 に

要 す る

経 費 の

1/3以内 

 

 

 

定額 

 

 

 

当 該 間

接 補 助

事 業 に

要 す る

経 費 の

1/3以内 

 

 

 

 

当 該 間

接 補 助

事 業 に

要 す る

経 費 の

1/3以内 

 

 

 

定額 

 

(略) 

 

 

 

 
 

補助事

業名 

補助事業

の要件 
事業主体 

補助の 

対象 

補助

率等 

補助事

業の実

施期間  
 
 
 
 

１.

酪
農
生
産
対
策 

Ⅲ 

畜
産
経
営
合
理
化
事
業 

 

 

 

(1)公共牧

場活性化

対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連携強

化型 

ア．略 

イ．略 

 

②単独強

化型 

ア．略 

イ．略 

 

農業協同組

合 

農業協同組

合連合会 

農事組合法

人等 

3 人以上の乳

用牛等を飼

養する農業

者を構成員

とする営農

集団 

公社等 

特認団体 

 

 

①連携強化

型 

公共牧場再

編整備費 

 

 

 

公共牧場管

理技術向上

対策費 

 

 

 

 

 

②単独強化

型 

公共牧場再

編整備費 

 

 

 

公共牧場管

理技術向上

対策費 

 

 

 

 

 

 

1/2

以内 

 

 

 

 

 

1/3

以内 

 

 

 

 

 

 

 

1/3

以内 

 

 

 

 

1/3

以内 

 

 

(略) 
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新 旧 

 

 

補助事

業名 
補助事業の要件 

事業

主体 

補助の 

対象 
補助率等 

補助事

業の実

施期間  
 
 
 
 

２.

肉
用
牛
生
産
対
策 

 

 

Ⅲ 

畜
産
経
営
合
理
化
事
業 

 

 

(1)公共牧場活性化

対策 

 

１．都道府県、都道

府県畜産協会等

及び公共牧場関

係団体が一体と

なって、公共牧場

の活性化を図る

ものであること。 

２．次の要件を内容

とする助成実施

要領を定めて、公

共牧場活性化対

策助成金を交付

していること。 

 

①連携強化型 

ア．略 

イ．略 

 

②単独強化型 

ア．略 

イ．略 

 

 

都 道

府 県

畜 産

協 会

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連携

強化型 

公共牧

場再編

整備費 

 

 

 

公共牧

場管理

技術向

上対策

費 

 

 

推進事

務費 

 

 

②単独

強化型 

公共牧

場再編

整備費 

 

 

 

公共牧

場管理

技術向

上対策

費 

 

 

推進事

務費 

 

 

当該間接

補助事業

に要する

経費の1/2

以内 

 

 

 

当該間接

補助事業

に要する

経費の1/3

以内 

 

 

 

定額 

 

 

当該間接

補助事業

に要する

経費の1/3

以内 

 

 

 

当該間接

補助事業

に要する

経費の1/3

以内 

 

 

 

定額 

 

(略) 

 

 

 

 

 

補助事

業名 

補助事業の要

件 

事業

主体 

補助の 

対象 
補助率等 

補助事業

の実施期

間  
 
 
 
 

２.

肉
用
牛
生
産
対
策 

Ⅲ 

畜
産
経
営
合
理
化
事
業 

 

 

 

(1)公共牧場活

性化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連携強化型 

ア．略 

イ．略 

 

②単独強化型 

ア．略 

イ．略 

 

農業

協同

組合 

農業

協同

組合

連合

会 

農事

組合

法人

等 

3 人

以上

の肉

用牛

等を

飼養

する

農業

者を

構成

員と

する

営農

集団 

公社

等 

特認

団体 

 

 

①連携強

化型 

公共牧場

再編整備

費 

 

 

 

公共牧場

管理技術

向上対策

費 

 

 

 

 

 

②単独強

化型 

公共牧場

再編整備

費 

 

 

 

公共牧場

管理技術

向上対策

費 

 

 

 

 

 

 

1/2 以内 

 

 

 

 

 

 

1/3 以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 以内 

 

 

 

 

 

 

1/3 以内 

 

 

(略) 
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新 旧 

 

補助

事業

名 

補助事業の要件 
事業

主体 

補助の対

象 

補助

率等 

補助事業

の 

実施期間 

Ⅴ 

そ
の
他
畜
産
振
興
事
業 

（1）みつ源増殖 

ア．都道府県、都道

府県畜産協会等

及び養蜂関係団

体が一体となっ

て、地域のみつ源

の増殖を図り安

定的な採みつを

推進すること。 

イ．みつ源となる作

物の播種又は植

栽は都道府県一

円を事業の区域

とする養蜂関係

団体が実施する

こと。 

ウ．みつ源となる作

物の播種又は植

栽にあたっての

標準播種量及び

植栽本数等につ

いては別に定め

る。 

 

都 道

府 県

畜 産

協 会

等 

 

 

農業協同

組合、農業

協同組合

連合会、特

認団体が

当補助実

施要綱に

基づいて

行う間接

補助事業

に要する

経費（播種

の場合は

種子購入

費、土壌改

良資材費、

植栽の場

合は苗木

購入費、土

壌改良資

材費、人夫

賃）に対し

て、都道府

県畜産協

会等が補

助に要す

る経費 

 

推進事務

費 

当 該

間 接

補 助

事 業

に 要

す る

経 費

の

1/4

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定

額 

(略) 

 

 

助事

業名 
補助事業の要件 

事業

主体 

補助

の対

象 

補助率等 

補助

事業

の実

施期

間 

Ⅴ 

そ
の
他
畜
産
振
興
事
業 

 

（1）みつ源増殖 

ア．みつ源の増

殖を図り安定

的な採みつを

推 進 す る た

め、計画的に

みつ源となる

作物の播種又

は植栽を行う

ものであるこ

と。 

イ．補助事業者

は、都道府県

一円を事業の

区域とする団

体 で あ る こ

と。 

ウ．事業実施に

係る要件は別

に定める。 

 

農 業

協 同

組合 

農 業

協 同

組 合

連 合

会 

３ 人

以 上

の み

つ ば

ち を

飼 養

す る

農 業

者 を

構 成

員 と

す る

営 農

集団 

特 認

団体 

  

（播種

の場

合） 

種子

購入

費 

土壌

改良

資材

費 

（植栽

の場

合） 

苗木

購入

費 

土壌

改良

資材

費 

人夫

賃 

  

(略) 

1/3 以内 

（補助事業に要

す る 経 費 に

81/100を乗じた

額(小数点以下

切り捨て)に、上

記補助率を乗じ

た額を補助金と

する。） 

  

 

(略) 
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平成１６年２月 

 

２月 ５日   ＮＡＲグランプリ２００３表彰式（第一ホテル東京） 

  ２月２５日   平成１５年度第２回評議員会（貿易センタービル） 

 
 

 

で き ご と  


